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令
和
２
年
第
３
回
花
巻
市

議
会
定
例
会
は
、９
月
４
日

か
ら
24
日
ま
で
の
21
日
間
の

日
程
で
開
か
れ
、９
月
10
日

に
は
議
案
審
議
を
行
い
ま
し

た
。

　

花
巻
市
立
小
中
学
校
設
置

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
や
財
産（
花
巻
市
立
小
中

学
校
学
習
用
タ
ブ
レ
ッ
ト
端

末
）の
取
得
、花
巻
市
消
防
団

員
の
定
員
・
任
免
・
給
与
・
服

務
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

な
ど
11
の
議
案
を
審
議
し
、

い
ず
れ
も
可
決
し
ま
し
た
。

　

改
正
に
よ
り
、内
川
目
小

学
校
お
よ
び
亀
ケ
森
小
学
校

が
廃
止
さ
れ
、令
和
３
年
４

月
か
ら
大
迫
小
学
校
に
統
合

さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、小
中
学
校
に
お
い

て
児
童
生
徒
が
授
業
で
使

用
す
る
タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末

６
３
７
０
台
の
購
入
な
ど
が

決
定
さ
れ
ま
し
た
。

　

主
な
可
決
議
案
や
質
疑

は
、次
の
と
お
り
で
す
。

可 決可 決花巻市立小中学校設置条例の一部を改正する条例

可 決可 決財産（花巻市立小中学校学習用タブレット端末）の取得に関し
議決を求めることについて

要旨 ･･･  少子化等により児童数が減少していることから、学校規模の適正化により教育環境の充実を
図るため、内川目小学校および亀ケ森小学校を廃止し、令和３年４月１日から大迫小学校に
統合しようとするもの。

○質問･･･ 政府は少人数学級を推進する方向であり、全国知事会、全国市長会、全国町村会も同様の要求を強
くしている。このタイミングでの統廃合は時期が悪いのではないか。

　答弁･･･ 国の教育再生実行会議において中間答申がなされたが、学級規模等の記載はなかった。その後、中
央教育審議会や文部科学大臣の審議会等で十分な議論がなされて制度改正となると認識してい
る。現時点で少人数学級が導入されるか不明である。

○質問･･･ 現在の学童クラブはほかの施設と共用しているため、専用施設として整備を望む声があるが。
　答弁･･･ 施設内のトイレ、エアコン等については学童クラブ側と話し合っていく。学童クラブは１９人か

ら３３人へと大きくなる。現在、５つの専門部会を設けてさまざまな課題を協議している。

要旨 ･･･ 花巻市立小中学校学習用タブレット端末を取得するもの。タブレット端末は授業で使用する
もので、６，３７０台を買い入れするもの。取得予定価格は４億１，２５０万円。

　○質問･･･子どもたちがタブレットを使用して壊した場合はどこに責任があるのか。
　答弁･･･ 壊した際の修繕については、市が行うことになる。修繕等について子どもに責任を負わせるとい

うことはない。
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